
   

 

  

 

 

 

 

 

「車上ねらい」の防止について（お願い） 
 

  平成１７年中、岡崎警察署管内におては、車上ねらい被害が１，２７４件発生しました。 

  これらの被害の特徴を見ますと、被害に遭われた４８％の方が 

      『車内に、何らかの手荷物を置いていた』 

いう実態が分かりました。 

  また、駐車場を設置して商売をされている皆様におかれましても、相当数の被害が発生し、

お客様に大変なご迷惑をおかけているのが実情と思います。 

  よって、皆様におかれましては、次の事項を実践して被害防止に務めていただくように   

お願いを申し上げます。 

 

１ 常に、「狙われている！」という意識を保持すること。 

   犯人は、駐車場やその付近で見張っていて短時間（１～２分）のうちに犯行を行っていま

すので、常に、「狙われている」という意識を持ち続けるようにお願いします。 

２ 啓発看板等の掲出すること 

   駐車場や店舗出入口、テーブル上などお客様の見易い場所に 

         注意！ 「車上ねらい」多発  

        短時間でも確実にロック 

        車内に手荷物を置かない 

  などと表示した看板やポスター類を掲出することをお願いします。 

   犯人の取調から、持主にはなんでもない手荷物でも、犯人から見ると 

    『中に、何かいい物が入っているのではないか』 

 という心理が働いて犯行に及んでいますので車内には、手荷物を置かないことを徹底して 

いただきたいと思います。 

３ 一口広報を実施しすること 

  皆さんが、来店されたお客さん個々に 

      車の施錠は、大丈夫ですか 

      車内に、手荷物は置いてありませんか 

  などと声かけをして注意を喚起することをお願いします。 
    それぞれが、「ちょっと」注意を払うことで多くの被害を防止することができます。 

  このことが、「自分のことは自分で守る」ということにも繋がります。 


